
■問合せ　税務財政課税務グループ　☎74-3003

平成27年度より軽自動車税の税額が変更となりました

■原動機付自転車・小型特殊自動車・二輪車・雪上車の税額

■三輪及び四輪以上の軽自動車の税額

③
　

軽自動車のグリーン化特例（重課）

■問合せ　税務財政課税務グループ　☎74-3003

平成27年度税制改正に伴い平成27年度税制改正に伴い

平成28年度平成28年度からのからの税額等税額等が変更変更されますされます
平成27年度税制改正に伴い

平成28年度からの税額等が変更されます


